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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　道路を構成する複数のリンクのうち、少なくとも１つのリンクに対して当該リンクに固
有のリンク特性を含む地図情報を作成するように構成されているナビサーバであって、
　前記少なくとも１つのリンクを実際に走行した又は走行している車両から収集された走
行記録に基づいて特定される前記車両の走行状況および車輪駆動のためのエネルギー消費
量に基づいて、前記少なくとも１つのリンクにおける前記車両と同種の車両の走行状況と
エネルギー消費量との相関関係および基準相関関係のそれぞれを表わすエネルギー曲線お
よび基準エネルギー曲線を定義するように構成されている基準定義要素と、
　一または複数の指定走行状況における、前記基準エネルギー曲線に対する前記エネルギ
ー曲線の偏差を算定し、前記偏差が負である場合には下り坂であることを前記少なくとも
１つのリンクの前記リンク特性として定義する一方、前記偏差が正である場合には上り坂
であることを前記少なくとも１つのリンクの前記リンク特性として定義するように構成さ
れているリンク特性定義要素と、を備えていることを特徴とするナビサーバ。
【請求項２】
　請求項１記載のナビサーバにおいて、
　前記リンク特性定義要素が、前記偏差が大きいほど、段階的または連続的に傾斜角度が
大きいことを前記リンク特性として定義するように構成されていることを特徴とするナビ
サーバ。
【請求項３】
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　請求項１または２記載のナビサーバにおいて、
　前記リンク特性定義要素が、前記リンクにより構成される道路の種別ごとに前記基準エ
ネルギー曲線を定義するように構成されていることを特徴とするナビサーバ。
【請求項４】
　請求項１～３のうちいずれか１つに記載のナビサーバにおいて、
　ナビクライアントとの通信により、車輪駆動用の電動機を有する車両の出発位置、目的
位置および出発時刻を認識し、前記車両の出発位置および目的位置ならびに地図情報に基
づき前記出発位置および目的位置を結ぶサーバルートを探索するように構成されているサ
ーバルート探索要素と、
　前記出発時刻および道路交通情報に基づき、少なくとも前記サーバルートを構成する複
数のリンクのそれぞれにおける前記車両の予測走行時間帯および当該予測走行時間帯にお
ける前記車両の予測走行状況を認識するように構成されている因子認識要素と、
　前記地図情報に含まれる前記複数のリンクのそれぞれの前記リンク特性および前記予測
走行状況に基づき、前記リンク特性と前記車両の走行状況と前記電動機による消費電力と
の相関関係を表わす予測規則にしたがって、前記サーバルートを前記車両が完走すると仮
定した場合の前記消費電力の合計値を予測するように構成されている消費電力予測要素と
、をさらに備えていることを特徴とするナビサーバ。
【請求項５】
　請求項４記載のナビサーバにおいて、
　前記サーバルート探索要素が、複数の前記サーバルートを探索したうえで、当該複数の
サーバルートのうち前記消費電力予測要素により予測された前記消費電力の合計値が最も
低いサーバルートをエコルートとして選定し、前記ナビクライアントとの通信に基づき、
前記エコルートおよび前記エコルートにおける前記消費電力を前記ナビクライアントに認
識させるように構成されていることを特徴とするナビサーバ。
【請求項６】
　道路を構成する複数のリンクのうち、少なくとも１つのリンクに対して当該リンクに固
有のリンク特性を含む地図情報を作成する方法であって、
　前記少なくとも１つのリンクを実際に走行した又は走行している車両から収集された走
行記録に基づいて特定される前記車両の走行状況および車輪駆動のためのエネルギー消費
量に基づいて、前記少なくとも１つのリンクにおける前記車両と同種の車両の走行状況と
エネルギー消費量との相関関係および基準相関関係のそれぞれを表わすエネルギー曲線お
よび基準エネルギー曲線を定義するステップと、
　一または複数の指定走行状況における、前記基準エネルギー曲線に対する前記エネルギ
ー曲線の偏差を算定するステップと、
　前記偏差が負である場合には下り坂であることを前記少なくとも１つのリンクの前記リ
ンク特性として定義する一方、前記偏差が正である場合には上り坂であることを前記少な
くとも１つのリンクの前記リンク特性として定義するステップと、を含むことを特徴とす
るナビ方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ナビサーバおよびナビ方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ガソリン自動車の車速ごとの燃料消費量に関する情報を収集し、当該収集情報に加えて
、道路交通情報から得られる道路ごとの車速および地図情報から得られる道路の勾配が勘
案されることにより当該車両の燃料消費量を予測する技術的手法が提案されている（特許
文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００３】
【特許文献１】特許第４４０１４２０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、道路の勾配と車両の燃費との関係は一律ではない。たとえば、下り坂で
は車両の必要推進力が小さくて済むため燃料消費量は少なくなるのが一般的であるが、見
通しが悪いまたはカーブが多い等の理由により、加減速の頻度が高くなるような下り坂で
は燃料消費量が多くなってしまう場合がある。また、上り坂では車両の必要推進力が大き
くなるため燃料消費量は多くなるのが一般的であるが、見通しがよいまたはカーブが緩や
かである等の理由により、加減速の頻度が低くなるような上り坂では燃料消費量が少なく
て済む場合がある。
【０００５】
　このため、電気自動車等、車輪駆動用の電動機を有する車両の消費電力または電費の予
測に際して道路の勾配情報が含まれる地図情報が用いられたとしても、当該予測精度が低
下する可能性がある。
【０００６】
　そこで、本発明は、車両の車輪駆動用のエネルギー消費量の予測精度の向上を図りうる
地図情報を作成しうるナビサーバ等を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明のナビサーバは、道路を構成する複数のリンクのうち、少なくとも１つのリンク
に対して当該リンクに固有のリンク特性を含む地図情報を作成するように構成されている
ナビサーバであって、前記少なくとも１つのリンクを実際に走行した又は走行している車
両から収集された走行記録に基づいて特定される前記車両の走行状況および車輪駆動のた
めのエネルギー消費量に基づいて、前記少なくとも１つのリンクにおける前記車両と同種
の車両の走行状況とエネルギー消費量との相関関係および基準相関関係のそれぞれを表わ
すエネルギー曲線および基準エネルギー曲線を定義するように構成されている基準定義要
素と、一または複数の指定走行状況における、前記基準エネルギー曲線に対する前記エネ
ルギー曲線の偏差を算定し、前記偏差が負である場合には下り坂であることを前記少なく
とも１つのリンクの前記リンク特性として定義する一方、前記偏差が正である場合には上
り坂であることを前記少なくとも１つのリンクの前記リンク特性として定義するように構
成されているリンク特性定義要素と、を備えていることを特徴とする。
【０００８】
　本発明のナビ方法は、道路を構成する複数のリンクのうち、少なくとも１つのリンクに
対して当該リンクに固有のリンク特性を含む地図情報を作成する方法であって、前記少な
くとも１つのリンクを実際に走行した又は走行している車両から収集された走行記録に基
づいて特定される前記車両の走行状況および車輪駆動のためのエネルギー消費量に基づい
て、前記少なくとも１つのリンクにおける前記車両と同種の車両の走行状況とエネルギー
消費量との相関関係および基準相関関係のそれぞれを表わすエネルギー曲線および基準エ
ネルギー曲線を定義するステップと、一または複数の指定走行状況における、前記基準エ
ネルギー曲線に対する前記エネルギー曲線の偏差を算定するステップと、前記偏差が負で
ある場合には下り坂であることを前記少なくとも１つのリンクの前記リンク特性として定
義する一方、前記偏差が正である場合には上り坂であることを前記少なくとも１つのリン
クの前記リンク特性として定義するステップと、を含むことを特徴とする。
【０００９】
　本発明のナビサーバおよびナビ方法によれば、車両がリンクを実際に走行した又は走行
している車両から収集された走行記録に基づいて特定される前記車両の走行状況および車
輪駆動用のエネルギー消費量に鑑みて定義された「上り坂」および「下り坂」の別が当該
リンクのリンク特性として含まれる地図情報が作成されうる。このため、当該地図情報が
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利用されることにより、地図情報作成時に走行状況等が勘案された車両とは、車輪駆動用
エネルギーの種類または消費態様が相違する車両であっても、当該エネルギー消費量の予
測精度の向上が図られる。
【００１０】
　「エネルギー消費量」には、ガソリン自動車における燃費、電気自動車における電費、
ハイブリッド自動車における燃費または電費、または、燃料電池車両における燃料消費率
等、単位距離または単位時間あたりに車輪駆動用のエネルギー消費量が概念的に含まれる
。
【００１１】
　なお、本願発明の構成要素である各要素が情報を「認識する」とは、外部情報源から情
報を受信すること、データベースから情報を検索すること、記憶装置またはメモリから情
報を読み出すこと、受信または検索等した基礎信号を演算処理することにより情報を測定
、算定、推定、判定、設定、決定等すること、算定等された情報を記憶装置またはメモリ
に保存すること等、当該情報を必要とする演算処理のために当該情報を準備するためのあ
らゆる演算処理の実行を意味する。
【００１２】
　本発明のナビサーバにおいて、前記リンク特性定義要素が、前記偏差が大きいほど、段
階的または連続的に傾斜角度が大きいことを前記リンク特性として定義するように構成さ
れていることが好ましい。
【００１３】
　当該構成のナビサーバによれば、前記のように定義された「上り坂」および「下り坂」
の別に加えて、傾斜の緩急が当該リンクのリンク特性として含まれる地図情報が作成され
うる。このため、当該地図情報が利用されることにより、車両の車輪駆動用のエネルギー
消費量の予測精度のさらなる向上が図られる。
【００１４】
　本発明のナビサーバにおいて、前記リンク特性定義要素が、前記リンクにより構成され
る道路の種別ごとに前記基準エネルギー曲線を定義するように構成されていることが好ま
しい。
【００１５】
　当該構成のナビサーバによれば、一般道路および高速道路の別、または市街地道路およ
び郊外道路の別等、道路の種別に応じて車両のエネルギー消費量が相違することが勘案さ
れてリンク特性が定義される。このため、当該リンク特性が含まれる地図情報が利用され
ることにより、車両の車輪駆動用のエネルギー消費量の予測精度のさらなる向上が図られ
る。
【００１６】
　本発明のナビサーバにおいて、ナビクライアントとの通信により、車輪駆動用の電動機
を有する車両の出発位置、目的位置および出発時刻を認識し、前記車両の出発位置および
目的位置ならびに地図情報に基づき前記出発位置および目的位置を結ぶサーバルートを探
索するように構成されているサーバルート探索要素と、前記出発時刻および道路交通情報
に基づき、少なくとも前記サーバルートを構成する複数のリンクのそれぞれにおける前記
車両の予測走行時間帯および当該予測走行時間帯における前記車両の予測走行状況を認識
するように構成されている因子認識要素と、前記地図情報に含まれる前記複数のリンクの
それぞれの前記リンク特性および前記予測走行状況に基づき、前記リンク特性と前記車両
の走行状況と前記電動機による消費電力との相関関係を表わす予測規則にしたがって、前
記サーバルートを前記車両が完走すると仮定した場合の前記消費電力の合計値を予測する
ように構成されている消費電力予測要素と、をさらに備えていることが好ましい。
【００１７】
　当該構成のナビサーバによれば、サーバルートを構成する複数のリンクのそれぞれのリ
ンク特性が勘案されることにより、車両が第当該サーバルートを完走すると仮定した場合
の車輪駆動用の消費電力の合計値の予測精度の向上が図られる。
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【００１８】
　本発明のナビサーバにおいて、前記サーバルート探索要素が、複数の前記サーバルート
を探索したうえで、当該複数のサーバルートのうち前記消費電力予測要素により予測され
た前記消費電力の合計値が最も低いサーバルートをエコルートとして選定し、前記ナビク
ライアントとの通信に基づき、前記エコルートおよび前記エコルートにおける前記消費電
力を前記ナビクライアントに認識させるように構成されていることが好ましい。
【００１９】
　当該構成のナビサーバによれば、複数のサーバルートのうち、車輪駆動用の消費電力の
合計値等が最低の一のサーバルート（エコルート）にしたがった、ナビクライアントによ
る車両の案内、ひいては消費電力の予測結果の電気自動車またはハイブリッド車両におけ
る有効利用が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の一実施形態としてのナビシステムの全体構成図。
【図２】地図情報作成機能に関する説明図。
【図３】地図情報の構成説明図。
【図４】リンク特性の定義方法に関する説明図。
【図５】エコルート探索機能に関する説明図。
【図６】エコルートの探索に関する説明図。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　（ナビシステムの構成）
　図１に示されている本発明の一実施形態としてのナビシステムは、第１ナビサーバ１０
０と、第２ナビサーバ２００と、ナビクライアント３００（ナビクライアント）とにより
構成されている。第１ナビサーバ１００、第２ナビサーバ２００およびナビクライアント
３００は、インターネットまたは電話通信網等の適当な通信網（ネットワーク）を介して
相互通信可能に構成されている。
【００２２】
　第１ナビサーバ１００は、走行記録サーバと指定通信網を介して通信可能に構成されて
いる。第２ナビサーバ２００は、走行記録サーバ、気象情報提供サーバ（外的環境因子情
報提供サーバ）および交通情報サーバ（図示略）のそれぞれと指定通信網を介して通信可
能に構成されている。
【００２３】
　（第１ナビサーバの構成）
　第１ナビサーバ１００は、基準定義要素１１０と、リンク特性定義要素１２０と、第１
サーバ記憶装置１４０（地図情報データベース）とを備えている。要素１１０および１２
０のそれぞれは、後述する担当演算処理を実行するように構成されている。本発明の構成
要素が担当演算処理を実行するように「構成されている」とは、必要なアプリケーション
ソフトウェアおよびデータを記憶装置から読み取り、当該ソフトウェア等にしたがって当
該演算処理を実行するようにプログラムまたはデザインされていることを意味する。第１
サーバ記憶装置１４０は、地図情報（サーバマップ）を保存するように構成されている。
【００２４】
　（第２ナビサーバの構成）
　第２ナビサーバ２００は、サーバルート探索要素２１０と、因子認識要素２２０と、消
費電力予測要素２３０と、第２ナビサーバ記憶装置２４０とを備えている。要素２１０～
２３０のそれぞれは、後述する担当演算処理を実行するように構成されている。第２ナビ
サーバ記憶装置２４０は、要素２１０～２３０が担当する演算処理の実行に必要なデータ
及び実行結果を記憶する。
【００２５】
　（ナビクライアント３００の構成）
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　ナビクライアント３００は、例えば、車両Ｘに搭載されているナビ装置、ナビアプリケ
ーションがインストールされているスマートフォンもしくはタブレット端末等の携帯端末
装置またはＰＣ等により構成されている。ナビクライアント３００は、入力装置３０１と
、出力装置３０２と、クライアント記憶装置３０４とを備えている。
【００２６】
　入力装置３０１は、プッシュボタン式またはタッチパネル式のインターフェースにより
構成され、ユーザによる目的位置点の指定入力等の情報入力操作を可能としている。マイ
クおよび当該マイクにより収集された音響信号を解析してユーザの発話内容または入力を
意図する情報を認識する音声認識装置により構成されていてもよい。
【００２７】
　出力装置３０２は、クライアントマップ等が表示される液晶パネル等から構成される画
像出力装置により構成されている。入力装置３０１がタッチパネル式のインターフェース
により構成されている場合、画像出力装置にはタッチ式のボタンが表示される。出力装置
３０２が、画像出力装置のほか、当該画像出力装置に表示されている画像情報に関連する
音声信号を出力する音声出力装置により構成されていてもよい。
【００２８】
　クライアント記憶装置３０４は、各地点が緯度および経度により記述されているクライ
アントマップを保存するように構成されている。クライアントマップによれば、離間した
２つの地点を結ぶリンクは、当該リンク上の複数の地点を表わす座標値群または座標列に
より記述されている。少なくとも一部のリンクが、当該リンクを識別するためのリンク識
別情報または当該リンクにより構成される道路の種類などと関連付けられて記述されてい
てもよい。また、公園、河川、施設の敷地などの所在範囲は、当該範囲の輪郭線または閉
曲線上の複数の地点を表わす座標列により記述されている。各範囲が、当該範囲に所在す
る物の種類などと関連付けられて記述されていてもよい。
【００２９】
　クライアントマップはサーバマップと同一のマップであってもよいし、サーバマップと
は少なくともフォーマットの一部が異なるマップであってもよい。
【００３０】
　ナビクライアント３００は、走行時に所定の時間間隔で走行記録を蓄積または累積的に
記憶する。ナビクライアント３００は、適当なタイミングで蓄積した走行記録を第１ナビ
サーバ１００に送信する。第１ナビサーバ１００は、受信した走行記録を走行記録サーバ
へ記憶させる。
【００３１】
　「走行記録」には、例えば、「自車位置（正確にはナビクライアント３００の位置）」
、「自車位置の（所定時間毎の）測定時刻」、各リンクを識別するための「リンク識別子
」、車載の速度計の出力信号に応じて測定された車速、自車位置の前回測定時刻から今回
測定時刻までの期間における第１種消費電力及び第２種消費電力、室内設定温度ならびに
ワイパの駆動速度が含まれる。ナビクライアント３００は、走行記録の蓄積にあたって、
車載のセンサから受信した信号等により、消費される電力を第１種消費電力または第２種
消費電力に分離する。
【００３２】
　（ナビシステムの機能）
　（地図情報作成機能）
　前記構成のナビシステム、具体的には第１ナビサーバ１００の機能の１つである「地図
情報作成機能」について説明する。図３に示されているように、各リンク（またはこれを
識別するためのリンク識別子）Ｌ（ｉ）に、消費エネルギーの多少を評価するためのリン
ク特性γ（ｉ）が関連付けられている構成の地図情報が作成される。
【００３３】
　リンク特性γ（ｉ）は、リンクＬ（ｉ）のみかけ上の傾斜状態を表わしている。「みか
け上の傾斜状態」とは、車両の走行難易度、または車輪駆動用エネルギー消費量の多少に
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応じて定義される。リンク特性γ（ｉ）は、電気自動車の電費の予測基礎として用いられ
、たとえば補正係数として定義される（詳細は後述する。）。
【００３４】
　たとえば、下り坂では車両Ｘの必要推進力が小さくて済むため燃料消費量は少なくなる
のが一般的であるが、見通しが悪いまたはカーブが多い等の理由により、加減速の頻度が
高くなるような下り坂のリンクＬ（ｉ）の特性γ（ｉ）は、燃料消費量が比較的多くなる
ので、実際の勾配よりも傾斜度合いが小さい、即ち平坦に近い下り坂と定義され、または
ごくまれには上り坂であると定義されることがある。一方、上り坂では車両Ｘの必要推進
力が大きくなるため燃料消費量は多くなるのが一般的であるが、上記と同様に加減速の頻
度が高くなるような上り坂のリンクＬ（ｉ）の特性γ（ｉ）は実際の勾配よりも傾斜度合
いが大きな勾配であると定義される一方、見通しがよいまたはカーブが緩やかである等の
理由により、加減速の頻度が低くなるような上り坂のリンクＬ（ｉ）の特性γ（ｉ）は実
際の勾配よりも傾斜度合いが小さい、即ち平坦に近い上り坂であると定義されることがあ
る。
【００３５】
　基準定義要素１１０は、車両Ｘとしての多数のガソリン自動車の「走行記録」を、当該
車両Ｘに搭載されているナビクライアント３００との通信に基づいて認識または収集する
（図２／ＳＴＥＰ１０２）。ガソリン自動車は、ガソリンを燃料とする内燃機関によって
のみ車輪が駆動されるように構成されており、ハイブリッド車両は含まれない。
【００３６】
　車両Ｘの走行記録には、少なくとも「自車位置（正確にはナビクライアント３００の位
置）」、「自車位置の（所定時間毎の）測定時刻」および自車位置の前回測定時刻から今
回測定時刻までの期間における「ガソリン消費量」が含まれている。走行記録には、車両
Ｘ、車種または車両Ｘの所有者等を識別するための識別子が含まれていてもよい。
【００３７】
　基準定義要素１１０は、取得した当該走行記録に基づき、車両Ｘ（ガソリン自動車）が
走行したリンクＬ（ｉ）と、当該リンクＬ（ｉ）を走行した際の車速Ｖとを認識する。自
車位置を表わす緯度および経度に基づき、地図情報が参照されることにより、当該自車位
置の測定時刻において自動車が走行していたリンクＬ（ｉ）が特定されうる。自車位置の
測定期間と、当該期間の始期および終期のそれぞれにおける位置とに基づき、車速Ｖ（ｉ
）が特定されうる。
【００３８】
　各車両Ｘに搭載されているナビクライアント３００により用いられているナビマップに
含まれる、各リンクを識別するための「リンク識別子」が走行記録に含まれ、第１ナビサ
ーバ１００において当該リンク識別子に基づいてリンクが認識されてもよい。車載の速度
計の出力信号に応じて測定された車速が走行記録に含まれていてもよい。
【００３９】
　多数の車両Ｘから収集された走行記録に基づき、リンクＬ（ｉ）ごとに車速Ｖと燃費Ｅ
との相関関係が定義される（図２／ＳＴＥＰ１０４）。
【００４０】
　具体的には、リンクＬ（ｉ）ごとに、かつ、車速Ｖ（または車速範囲）ごとに多数の車
両Ｘの平均燃費ＥＡ（Ｖ）が算出され、当該算出結果を表わす燃費曲線Ｅ（ｉ，Ｖ）が当
該相関関係として定義される。リンクＬ（ｉ）における車速Ｖおよび平均燃費ＥＡ（Ｖ）
の組み合わせを表わすプロットは離散的であるが、当該離散的なプロットの分布態様を表
わす近似曲線が燃費曲線Ｅ（ｉ，Ｖ）として定義される。
【００４１】
　これにより、たとえばリンクＬ（１）について、図４に一点鎖線で示されているような
変化特性を有する燃費曲線Ｅ（１，Ｖ）が当該相関関係として定義される。同様に、リン
クＬ（２）について、図４に二点鎖線で示されているような変化特性を有する燃費曲線Ｅ
（２，Ｖ）が当該相関関係として定義される。
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【００４２】
　基準定義要素１１０は、リンクＬ（ｉ）ごとに定義された車速Ｖと燃費Ｅとの相関関係
に基づき、基準相関関係を定義する（図５／ＳＴＥＰ１０６）。たとえば、燃費曲線Ｅ（
ｉ，Ｖ）が、すべてのリンクまたは道路種類ごとのすべてのリンクについて平均化される
ことにより、基準燃費曲線Ｅ（Ｖ）が基準相関関係として算定される。これにより、たと
えば図４に実線で示されているような変化特性を有する曲線が基準燃費曲線Ｅ（Ｖ）とし
て定義される。
【００４３】
　リンク特性定義要素１２０は、リンクＬ（ｉ）ごとに燃費曲線Ｅ（ｉ，Ｖ）と基準燃費
曲線Ｅ（Ｖ）との対比結果または大小関係に応じて、リンクＬ（ｉ）ごとのリンク特性γ
（ｉ）を定義する（図２／ＳＴＥＰ１０８）。
【００４４】
　たとえば、指定速度Ｖ０における基準燃費Ｅ（Ｖ０）に対する、各リンクＬ（ｉ）の当
該指定速度Ｖ０における燃費Ｅ（ｉ，Ｖ０）の偏差ΔＥ（ｉ，Ｖ０）に基づき、所定の定
義則にしたがってリンク特性γ（ｉ）が定義される。指定速度Ｖ０としては、当該リンク
Ｌ（ｉ）が属する道路種類における車両の平均走行速度または法定速度等が採用されうる
。
【００４５】
　図４に示されている例では、リンクＬ（１）における燃費偏差ΔＥ（１、Ｖ０）は正値
となり、リンクＬ（２）における燃費偏差Δ（２、Ｖ０）は負値となる。また、｜ΔＥ（
１、Ｖ０）｜は｜ΔＥ（２、Ｖ０）｜よりも大きい。
【００４６】
　定義則は、たとえば、表１に示されているように、偏差ΔＥ（ｉ）の極性および絶対値
の大小に応じて、見かけ上の傾斜状態および補正係数値（正値）により定義されるリンク
特性γ（ｉ）が５段階にわたって変動するように定義されている。γ（ｉ）は５とは異な
る複数段階にわたって変動するように定義されていてもよく、連続的に変動するように定
義されていてもよい。
【００４７】

【表１】

【００４８】
　基準燃費Ｅ（Ｖ）に対する燃費Ｅ（ｉ，Ｖ）の偏差ΔＥ（ｉ，Ｖ）の複数の指定速度ま
たは所定速度範囲における平均値が、リンク特性γ（ｉ）の定義基礎として採用されても
よい。たとえば、図４に示されている例において、指定速度Ｖ０を含む定義域［Ｖ１，Ｖ
２］における偏差ΔＥ（ｉ，Ｖ）の積分値が当該定義域の幅（Ｖ２－Ｖ１）で除算された
結果が算出されてもよい。
【００４９】
　そして、リンク特性定義要素１２０は、各リンクＬ（ｉ）にリンク特性γ（ｉ）を付加
した地図情報を作成する（図２／ＳＴＥＰ１１０）。これにより、図３に示されているよ
うな構成を有する地図情報が作成される。当該地図情報は、第１サーバ記憶装置１４０に
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保存される。
【００５０】
　（エコルート探索機能）
　前記構成のナビシステム、具体的には第２ナビサーバ２００の機能の１つである「エコ
ルート探索機能」について説明する。
【００５１】
　車両Ｘとしての電気自動車に搭載されているナビクライアント３００において、ユーザ
により目的位置Ｇが設定される（図５／ＳＴＥＰ３０１）。電気自動車は、車載バッテリ
（図示せず）の電力によって、車輪駆動用の電動機（電動モータ）および空調装置等の当
該電動機以外の車載機器または補器を動作させるように構成されている。
【００５２】
　ナビクライアント３００は、人工衛星から受信したＧＰＳ信号、および必要に応じてジ
ャイロセンサの出力信号に基づき、自己位置（緯度および経度）を定常的に測定している
。目的位置設定時刻またはそれよりも所定時間だけ後の時刻が出発時刻ＴＳとして定義さ
れ、当該目的位置設定時刻における測定位置またはその近傍位置が出発位置Ｓとして定義
される。
【００５３】
　ナビクライアント３００は、車載機器の運転状態の設定態様を表わす内的環境因子Ｆ２
をメモリから読み出し、出発位置Ｓ、目的位置Ｇおよび出発時刻ＴＳを第２ナビサーバ２
００に対して送信する（図５／矢印Ｄ１）。
【００５４】
　これに応じて、第２ナビサーバ２００において、サーバルート探索要素２１０が、出発
位置Ｓおよび目的位置Ｇを結ぶ複数のリンクにより構成されるサーバルートを探索する（
図５／ＳＴＥＰ２０２）。
【００５５】
　サーバルートの探索に際して、第１サーバ記憶装置１４０に保存されている地図情報（
サーバマップ）が用いられる。地図情報に加えて、交通情報サーバから取得される交通情
報（各リンクＬ（ｉ）における時間帯ごとの予測走行所要時間など）が用いられてサーバ
ルートが探索されてもよい。これにより、たとえば図６に示されているように、両端点を
共通にする複数のサーバルートＲ１～ＲＮが探索される。
【００５６】
　消費電力予測要素２３０が、各リンクＬ（ｉ）における外的環境因子Ｆ１（ｉ）および
内的環境因子Ｆ２（ｉ）に基づき、第１予測規則にしたがって、車両Ｘがサーバルートを
完走したと仮定した場合の第１種消費電力ΣＰ１（ｉ）を予測または評価する（図５／Ｓ
ＴＥＰ２０４）。
【００５７】
　各リンクＬ（ｉ）における第１種消費電力Ｐ（ｉ）は、空調装置、ウィンドウ開閉用ア
クチュエータおよびワイパ等、電動機（電動モータ）とは別の車載機器の運転のために消
費される電力または予測電力を意味する。
【００５８】
　外的環境因子Ｆ１（ｉ）は、第１種消費電力Ｐ１（ｉ）に影響を及ぼす車両Ｘの環境を
表わす因子である。外的環境因子Ｆ１（ｉ）として、サーバルートを構成する各リンクＬ
（ｉ）を車両Ｘが走行すると予測される時間帯における、当該リンクＬ（ｉ）が属する地
域における予測気象情報が採用される。予測気象情報には、気温、湿度、天候、日照量、
降雨量または降雪量、および走行路における積雪または凍結の有無などが含まれる。外的
環境因子Ｆ１（ｉ）は、因子認識要素２２０により、気象情報サーバとの通信に基づいて
認識される。
【００５９】
　内的環境因子Ｆ２（ｉ）は、車輪駆動用の電動機とは別の車載機器の運転態様を表わす
因子である。内的環境因子Ｆ２（ｉ）として、空調機器の運転によって調節される車内温
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度またはワイパの駆動速度などの車両Ｘの乗員による設定態様が採用される。内的環境因
子Ｆ２（ｉ）は、因子認識要素２２０により、ナビクライアント３００との通信、たとえ
ば、サーバルート探索要素２１０による出発位置Ｓ等の認識時の通信（図５／矢印Ｄ１参
照）に基づいて認識される。内的環境因子Ｆ２（ｉ）は、リンクＬ（ｉ）ごとに定義され
るのではなく、車両Ｘごとに、すべてのリンクＬ（ｉ）について一律に定義されていても
よい。
【００６０】
　サーバルートを構成する各リンクＬ（ｉ）における車両Ｘの走行予測時間帯は、当該車
両Ｘの出発時刻ＴＳと、交通情報としての各リンクＬ（ｉ）における各時間帯における予
測走行所要時間とに基づき、予測されうる。
【００６１】
　「第１予測規則」は、外的環境因子Ｆ１（ｉ）、内的環境因子Ｆ２（ｉ）および第１種
消費電力Ｐ１（ｉ）の相関関係を表わしている。因子認識要素２２０により、多数の車両
Ｘ（電気自動車またはハイブリッド車両）から収集された、各リンクＬ（ｉ）における車
両Ｘの内的環境因子Ｆ２（ｉ）および第１種消費電力Ｐ１（ｉ）の計測結果、ならびに気
象情報サーバに保存されている同時間帯における外的環境因子Ｆ１（ｉ）の計測結果に基
づき、第１予測規則が作成されてもよい。たとえば、外的環境因子Ｆ１（ｉ）としての気
温または気温範囲ごと、かつ、内的環境因子Ｆ２（ｉ）としての車内温度または車内温度
範囲ごとに第１種消費電力Ｐ１（ｉ）の平均値が算出され、気温および車内温度のそれぞ
れに対する当該平均値の変化特性を表わす関数またはテーブルが第１予測規則として導出
されてもよい。
【００６２】
　第１予測規則により、たとえば、外的環境因子Ｆ１（ｉ）としての「気温」または「湿
度」が通常値（たとえば２０［℃］または５０％）から乖離しているほど、第１種消費電
力Ｐ１（ｉ）が大きく評価される。これは、気温が高いまたは低いほど、あるいは湿度が
高いほど空調機器の運転に電力が多く消費されると予測されるためである。気温の低さが
降雪の有無により表現されてもよい。
【００６３】
　同様の観点から、内的環境因子Ｆ２（ｉ）としての、空調機器の冷房運転時の車内温度
の設定値または設定平均値が基準温度（たとえば２４［℃］）よりも低いほど、または、
暖房運転時の車内温度の設定値または設定平均値が基準温度よりも高いほど、第１種消費
電力Ｐ１（ｉ）が高く評価される。車内温度の設定平均値は、天候の別など、外的環境因
子Ｆ１（ｉ）の区分ごとに算定されてもよい。
【００６４】
　日照量の多少によっても空調機器の運転態様が相違する。このため、第１因子Ｆ１（ｉ
）としての「気温」が低く「日照量」が少ない場合、「気温」が低く「日照量」が多い場
合よりも第１種消費電力Ｐ（ｉ）が大きく評価される。第１因子Ｆ１（ｉ）としての「気
温」が高く「日照量」が多い場合、「気温」が高く「日照量」が少ない場合よりも第１種
消費電力Ｐ（ｉ）が大きく評価される。
【００６５】
　外的環境因子Ｆ１（ｉ）としての「降雨量」または「降雪量」が多いほど、第１種消費
電力Ｐ１（ｉ）として大きい値が予測される。これは、降雨量または降雪量が多いほどワ
イパの運転に電力が多く消費されると予測されるためである。
【００６６】
　同様の観点から、内的環境因子Ｆ２（ｉ）としての、ワイパの駆動速度の設定値または
設定平均値が高いほど、第１種消費電力Ｐ１（ｉ）が高く評価される。ワイパの駆動速度
の設定平均値は、降雨量の多少など、外的環境因子Ｆ１（ｉ）の区分ごとに算定されても
よい。
【００６７】
　外的環境因子Ｆ１（ｉ）に基づき、外的環境因子Ｆ１（ｉ）および第１種消費電力Ｐ１
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（ｉ）のみの相関関係を表わす第１予測規則にしたがって、第１種消費電力Ｐ１（ｉ）が
予測されてもよい。
【００６８】
　消費電力予測要素２３０が、サーバルートを構成する各リンクＬ（ｉ）を車両Ｘが走行
すると予測される時間帯における予測走行速度ＶＰ（ｉ）と、リンク特性γ（ｉ）とに基
づき、「第２予測規則」にしたがって、車両Ｘがサーバルートを完走したと仮定した場合
の第２種消費電力ΣＰ２（ｉ）を予測または評価する（図５／ＳＴＥＰ２０６）。
【００６９】
　各リンクＬ（ｉ）における第２種消費電力Ｐ２（ｉ）は、車輪駆動用の電動機（電動モ
ータ）の運転のために消費される電力（予測電力）を意味する。各リンクＬ（ｉ）におけ
る車両Ｘの予測走行速度ＶＰ（ｉ）は、因子認識要素２２０により、交通情報サーバとの
通信に基づいて認識される。
【００７０】
　「第２予測規則」は、各リンクＬ（ｉ）における車両Ｘの走行速度Ｖ（ｉ）と、リンク
特性γ（ｉ）と、第２種消費電力Ｐ２（ｉ）との相関関係を表わす。因子認識要素２２０
により、多数の車両Ｘ（電気自動車）から収集された、各リンクＬ（ｉ）における車両Ｘ
の走行速度Ｖ（ｉ）および第２種消費電力Ｐ２（ｉ）の計測結果に基づき、第２予測規則
が作成されてもよい。たとえば、異なる走行速度または走行速度範囲ごとに第２種消費電
力Ｐ２（ｉ）の平均値が算出され、走行速度に対する当該平均値の変化特性を表わす関数
またはテーブルが第２予測規則として導出されてもよい。
【００７１】
　たとえば、リンク特性γ（ｉ）が勘案されずに、第２予測規則を表わす関数ｆにしたが
って第２種消費電力Ｐ２（ｉ）がｆ（Ｖ（ｉ））と評価されてもよい。その一方、地図情
報に含まれているリンク特性γ（ｉ）が勘案されることで、第２種消費電力Ｐ２（ｉ）が
γ（ｉ）×ｆ（Ｖ（ｉ））と評価されてもよい。これにより、リンクＬ（ｉ）の見かけ上
の傾斜状態が上り坂である場合、リンクＬ（ｉ）の見かけ上の傾斜状態が下り坂である場
合よりも第２種消費電力Ｐ２（ｉ）が高く評価される（表１参照）。
【００７２】
　サーバルート探索要素２１０は、複数のサーバルートのうち、第１種消費電力Ｐ１（ｉ
）および第２種消費電力Ｐ２（ｉ）の合計値ΣＰ１（ｉ）＋ΣＰ２（ｉ）が最小になる一
のサーバルートを「エコルート」として選定する（図２／ＳＴＥＰ２０８）。これにより
、たとえば図６に示されているＮ個のサーバルートＲ１～ＲＮのうち、一のサーバルート
Ｒｋがエコルートとして選定される。第２種消費電力Ｐ２（ｉ）の合計値ΣＰ２（ｉ）が
最小になる一のサーバルートが「エコルート」として選定されてもよい。
【００７３】
　サーバルート探索要素２１０は、ナビクライアント３００との通信に基づき、エコルー
トに加えて、第１種消費電力Ｐ１（ｉ）の合計値ΣＰ１（ｉ）および第２種消費電力Ｐ２
（ｉ）の合計値ΣＰ２（ｉ）を当該ナビクライアント３００に認識させる（図５／矢印Ｄ
２）。通信情報量の低減のため、エコルートにおける離散的な複数の地点のそれぞれの座
標値群がナビクライアント３００に対して送信されてもよい。同様の観点から、エコルー
トを構成する複数のリンクＬ（ｉ）のうち一部のリンク識別子がナビクライアント３００
に対して送信されてもよい。
【００７４】
　ナビクライアント３００は、エコルートの断片的な情報に基づき、当該エコルートの再
現結果としてのナビサーバルートを探索する。ナビクライアント３００は、ナビサーバル
ートをクライアントマップに重畳させて出力装置３０２に出力表示させる（図５／ＳＴＥ
Ｐ３０２）。これにより、たとえば図６に示されているサーバルートＲｋと同一またはほ
ぼ同一（類似）のクライアントルートが出力表示される。この際、第１種消費電力Ｐ１（
ｉ）の合計値ΣＰ１（ｉ）および第２種消費電力Ｐ２（ｉ）の合計値ΣＰ２（ｉ）も出力
装置３０２に出力表示される。
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【００７５】
　（ナビシステムの効果）
　前記機能を発揮するナビシステム（特に第１ナビサーバ１００）によれば、車両Ｘがリ
ンクＬ（ｉ）を実際に走行した際の当該車両Ｘの走行状況（車速Ｖ（ｉ））および車輪駆
動用のエネルギー消費量Ｅ（ｉ）に鑑みて定義された「上り坂」および「下り坂」の別お
よび傾斜の緩急が当該リンクのリンク特性として含まれる地図情報が作成されうる（図２
／ＳＴＥＰ１０２～ＳＴＥＰ１１０および図３参照）。このため、当該地図情報が利用さ
れることにより、地図情報作成時に走行状況等が勘案された車両Ｘ（たとえばガソリン自
動車）とは、車輪駆動用エネルギーの種類または消費態様が相違する車両Ｘ（たとえば電
気自動車またはハイブリッド車両）であっても、当該エネルギー消費量（第２種消費電力
Ｅ２（ｉ））の予測精度の向上が図られる。
【００７６】
　一般道路および高速道路の別、または市街地道路および郊外道路の別等、道路の種別に
応じて車両Ｘのエネルギー消費量が相違することが勘案されてリンク特性γ（ｉ）が定義
される。このため、当該リンク特性γ（ｉ）が含まれる地図情報が利用されることにより
、車両Ｘの車輪駆動用のエネルギー消費量（第２種消費電力Ｅ２（ｉ））の予測精度のさ
らなる向上が図られる。
【００７７】
　前記機能を発揮するナビシステム（特に第２ナビサーバ２００）によれば、車輪駆動用
の電動機を有する車両Ｘ（電気自動車またはハイブリッド車両）が、その出発位置Ｓおよ
び目的位置Ｇを結ぶサーバルートＲｋ（図６参照）に含まれる複数のリンクＬ（ｉ）のそ
れぞれを走行する時間帯が、車両Ｘの出発時刻ＴＳおよび道路交通情報に基づいて予測さ
れる。そして、当該予測時間帯における外的環境因子Ｆ１（ｉ）が認識される。このため
、車両Ｘが出発位置Ｓから目的位置Ｇに向かって走行している間、当該複数のリンクＬ（
ｉ）のそれぞれにおいて接する外的環境因子Ｆ１（ｉ）の予測精度の向上が図られる。
【００７８】
　よって、外的環境因子Ｆ１（ｉ）に基づき、第１予測規則にしたがって、車両Ｘがサー
バルートＲｋを完走すると仮定した場合の第１種消費電力の合計値ΣＰ１（ｉ）の予測精
度の向上が図られている。この結果、当該第１種消費電力を含む車両Ｘの全消費電力の予
測精度の向上が図られる。
【００７９】
　外的環境因子Ｆ１（ｉ）に加えて、空調機器等の車載機器の運転状態の設定態様を表わ
す内的環境因子Ｆ２（ｉ）が勘案された上で第１種消費電力ΣＰ１（ｉ）が予測される（
図５／ＳＴＥＰ２０４参照）。このため、当該設定態様に反映される車両Ｘの乗員の嗜好
性（高めの車内暖房温度が好みまたは低めの車内冷房温度が好みなど）に鑑みた、各時間
帯における車載機器の運転状態の予測精度、ひいては第１種消費電力ΣＰ１（ｉ）の予測
精度の向上が図られる。
【００８０】
　第１予測規則が、リンクＬ（ｉ）を実際に走行した車両Ｘ（電気自動車）から収集され
た第１種消費電力Ｐ１（ｉ）の計測結果等に基づいて作成される。このように車両Ｘの実
際の経験値が反映された第１予測規則にしたがうことにより、任意の電気自動車が各リン
クＬ（ｉ）を走行する際の第１種消費電力Ｐ１（ｉ）の予測精度の向上が図られる。
【００８１】
　サーバルートＲｋを構成する複数のリンクＬ（ｉ）のそれぞれにおける道路交通情報に
基づく車両Ｘの予測走行状況（予測車速ＶＰ（ｉ））およびリンク特性γ（ｉ）に応じて
、車両Ｘが当該サーバルートＲｋを完走すると仮定した場合の第２消費電力の合計値ΣＰ
２（ｉ）が予測される（図５／ＳＴＥＰ２０６参照）。これにより、第２消費電力Ｐ２（
ｉ）の予測精度の向上、ひいては第２消費電力Ｐ２（ｉ）を含む車両Ｘの全消費電力また
は電費の予測精度の向上が図られる。
【００８２】
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　第２予測規則が、リンクＬ（ｉ）を実際に走行した車両Ｘ（電気自動車）から収集され
た第２種消費電力Ｐ２（ｉ）の計測結果等に基づいて作成される。このように車両Ｘの実
際の経験値が反映された第２予測規則にしたがうことにより、任意の電気自動車が各リン
クＬ（ｉ）を走行する際の第２種消費電力Ｐ２（ｉ）の予測精度の向上が図られる。
【００８３】
　複数のサーバルートＲ１～ＲＮ（図６参照）のうち、第２種消費電力の合計値ΣＰ２（
ｉ）等が最低の一のサーバルートＲｋ（エコルート）にしたがった、ナビクライアント３
００による車両Ｘの案内、ひいては消費電力の予測結果の電気自動車またはハイブリッド
車両における有効利用が可能となる。
【符号の説明】
【００８４】
１００‥第１ナビサーバ、１１０‥基準定義要素、１２０‥リンク特性定義要素、１４０
‥第１サーバ記憶装置（地図情報データベース）、２００‥第２ナビサーバ、２１０‥サ
ーバルート探索要素、２２０‥因子認識要素、２３０‥消費電力予測要素、２４０‥第２
サーバ記憶装置、３００‥ナビクライアント、Ｘ‥車両。

【図１】 【図２】
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【図４】
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